
適正受診に ご理解と ご協力を！！

「夜間は患者が少ないから」、

「平日・昼間は仕事があるから」･･･

などの個人的な理由で、 
救急患者以外が、外来診療時間外に
受診することを「コンビニ受診」と
いいます。

「コンビニ受診」 

って、なに？

「コンビニ受診」 

には、どんな

問題があるの？



「地域医療」を守るために

◎かかりつけ医を持ちましょう！

◎できるだけ、平日の診療時間内に受診しましょう！

◎健康診断や検診で、病気の予防や

　早期発見に努めましょう！
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